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ディスクロージャーの
新時代到来
統合レポートの登場

　地球環境問題の深刻化やグローバリズムの進展に伴う社会

課題の多様化、ステークホルダーからのプレッシャーの高まり

などを背景に、近年、企業に対して財務情報にとどまらず非

財務情報まで開示の拡大を求める傾向が強まってきています。

非財務情報開示をめぐるここ数年の展開はめまぐるしく、代表

的なものだけとりあげてみても、The World Intellectual 

Capital Initiative（WICI）の発足や、米国証券取引委員会

（SEC）による「気候変動に関する解釈指針」の公表、気候

変動関連情報審議会（CDSB）による「気候変動報告フレー

ムワーク」の発表などがあります。

　この流れを世界的に主導しているのは、欧州（EU）です。

EUにおいて非財務情報開示の議論の契機となったのは、

2003年に公表された「会計法現代化指令」と考えられます。

　この指令は、EU加盟国に対し、2005年から国際財務報告

基準（IFRS）の適用を義務付けたものであり、その中で、年

次報告書における非財務情報を規定する項目を設けています。

　「年次報告書は少なくとも、直面している主要なリスクと不

確実性と共に、自社事業の業績およびポジションの発展に関

する公正なレビューを含んでいなければならない。そのレビュー

は、当該企業の事業規模と複雑性に一致した、事業とポジシ

ョンの発展と業績に関するバランスのとれた総合的な分析でな

ければならない。当該企業の発展、業績またはポジションの理

解に必要な範囲内で、分析には財務のKPI※1と、適切な場合

には事業に関連する非財務のKPIを含めなければならない。非

財務のKPIには、環境問題および従業員問題が含まれる」（第

1条14項）が、これに当たります。

　この規定項目には、非財務のKPIとはどのような項目か具体

的には示されていませんが、EUにおける企業の非財務情報開

示に大きな影響力をもたらしたと推測できます。なぜなら、加

盟各国は国内法の制定または改正などで、EU指令に対応しな

ければならないからです。

　例えば、イギリスでは、会計法現代化指令に対応するた

め、会社法の改正を行いました。それが、2006年に成立した

「2006年会社法（Companies Act 2006）」です。同法

に定められた年次報告書の主体は、 年次計算書（Annual 

accounts）と取締役報告（Directors’ review）であり、

小規模企業以外には、取締役報告の中に「ビジネス・レビュー

（Business review）」というセクションを設けることが求めら

れています。さらに、そのビジネス・レビューの記載項目を定

める中で、財務的な分析のみならず、適切な場合には、環境

問題と従業員問題に関するKPIを開示するものとしています。

さらに、上場企業に対しては、自社事業のポジション、実績、

発展を理解する上で必要な範囲内で、環境、従業員、社会と

コミュニティの3つの側面に関する情報を開示することを要請し

ています。

　イギリスにおいては、政府機関主導ではなく、複数組織が参

加するフォーラム形式で企業の非財務情報開示を促進させよう

とする活動も展開されています。それが、アカウンティング・フ

ォー・サステナビリティ（Accounting for Sustainability: 

A4S）です。A4Sは、2006年チャールズ皇太子の提唱により

発足したプロジェクトであり、その後2008年に各国の会計士協

会やアカウンティング・ファーム、民間企業などが参画する形で

フォーラムが結成されました。彼らが提唱するフレームワーク、

「統合レポート」は、次世代に向けたディスクロージャーの新し

い形として注目を集めています。

　統合レポートとは、企業の財務パフォーマンスと非財務パ

フォーマンスを統合した報告を指し、A4Sは発足以降、様々

なガイダンスやケース・スタディ、研究報告などを発表してい

ます。

　A4Sが提唱している統合レポートのフレームワークを概念図

として示しているのが、図表1です。図表の右側に記載されて

いる①〜⑦は、統合レポートの特徴です。

　さらに、2 0 0 9 年には 統 合レポート作 成ガイダンス

“Connected Reporting - A practical guide with 

worked examples”を公表し、3つのステップを提示してい

ます（参照：図表2）。

　A4Sが提示しているフレームワーク、 作成ステップ共に、

概念的であり、実際形となったレポートを思い浮かべるには想

像力を要するところもありますが、ポイントは次のようにまとめ

ることができます。

Ⅰ レポートの統合の前に、戦略と活動の統合を
統合レポートは、財務情報と非財務情報の開示様式を単純に統

合することを提唱しているのではありません。報告は、あくまで

企業の戦略とそれに基づく活動の結果であることから、戦略・

事業活動とサステナビリティを統合することが必要となります。

Ⅱ 「統合」は、財務情報と非財務情報の単なる合体では
 　ありません
財務情報と非財務情報、2つの情報をひとつにまとめただけで

は、真の「統合」とは言えません。財務情報と非財務情報が

お互いにどのような関係性にあるのかを示すことができている

ものが、理想的な統合レポートだと言えます。

Ⅲ 開示する情報の判断基準は、マテリアリティ
統合レポートにおいて企業がどの情報を開示すべきか、項目を

定めたルールはなく、その判断は企業の自主性に委ねられて

います。このため、企業は自社およびステークホルダーにとっ

て、重要な情報は何かを判断するプロセスを経る必要がありま

す。このプロセスは一般に、「マテリアリティ」と呼ばれてい

ます。

※1 Key Performance Indicatorの略で、業績管理評価のための重要な指標を指す。 ※2 http://www.accountingforsustainability.org/output/page186.asp

出所：A4SHP※2（新日本有限責任監査法人訳）
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①株主の利益と社会のより幅広いニー
ズに対するビジネスの貢献について均
衡した（バランスのとれた）理解を示
すことが重要である

②企業戦略を取り巻くコンテクストに
即して報告されなければならない。戦
略によって、何を測定し報告するかを
決めるべきである

③情報の形態と性質は業種業態によっ
て異なる

④外部に報告される情報は、企業内で
利用される情報と合致するべきであり、
内部で利用されていない情報は開示す
るべきではない

⑤環境影響は「統合レポート」モデル
の一部として報告されるべきである

⑥何の情報が報告されるべきかは、企
業戦略への重要度と主要な事業活動に
与える影響の度合いによって決定され
るべきである

⑦事業活動の各重要領域で報告される
情報は、財務・非財務・定性的な情報
から構成される

図表1　統合レポートの概念的フレームワーク

第2部

152y5042302.indd   25-26 2011/03/11   13:58:44



27 28

ディスクロージャーの新時代到来

出所：A4S（2009）pp.4-9. をもとに新日本有限責任監査法人が作成

出所：Novo Nordisk HP※6 （新日本有限責任監査法人訳）

出所：Corporate Register（2010）P.5

出所：ノボ ノルディスク（2010）p.11
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　A4Sは、国際的な活動をさらに推進するために、2010年8

月にGlobal Reporting Initiative※3（GRI）といった諸団体

と共に、International Integrated Reporting Committee

（IIRC）を設立しました。メンバーには国際会計基準審議会

（International Accounting Standard Board: IASB）の

トップも名を連ねており、IFRSとの関連という点からも、今後

の動向が注目されます。

　それでは、統合レポートは現在どれくらい発行されているの

でしょうか。

　CSRに関するデータを収集・提供しているグローバルなサイト

“Corporate Register. com”によると、200社近くの企業

が発行しているとあります（参照：図表3）。

　 次に、 実 際の統 合レポートがどのようなものなのか、

Corporate Register. comのアワードで、統合レポート部門

で第1位を獲得したNovo Nordiskのレポートでそれを見てみ

ましょう。

　Novo Nordiskは、デンマークを拠点とし、世界80カ国以

上で事業を営むグローバル・ヘルスケア企業です。

　同社は1994年に初の環境レポートを発行しました。1998

年からレポートに社会的要素を含めた情報開示を開始し、

2001年にトリプルボトムライン・レポート※4を公表しています。

　同社の年次報告書が統合レポートであることは、タイトルか

らも明らかです。“novo nordisk annual report 2009 

–financial, social and environmental performance-”、

副題に財務・環境・社会、すなわちトリプルボトムラインが登

場しています。

　トリプルボトムラインのコンセプトが、ディスクロージャーだ

けでなく、同社の経営理念・戦略に組み込まれていることは、

会社として財務・環境・社会3つの側面の責任を果たすこと

を、図表4の通り誓約していることからもわかります。

　また、統合レポートにおいても、「Novo Nordiskの経営方

法(Novo Nordisk Way of Management)」（pp.28-29.）

として、トリプルボトムラインアプローチについて報告されてい

ます（参照：図表5）。

　トリプルボトムラインアプローチを取る目的としては、2つあ

げられています。「信頼の構築と操業ライセンスの防衛」と「イ

ノベーションと長期成長の推進」です。

　また、彼らはトリプルボトムラインを実現するために、「自社

事業の成功に影響を及ぼしうるトレンドを監視し、ステークホル

ダーの期待と健康の権利やビジネス・エシックス、生命倫理と

いった新しい事象に積極的に対応しています。また、長期的・

持続可能的にビジネスを運営していく能力に不可欠である国際

的チャレンジに取り組む責任があります」（p.29）と述べてい

ます。これに関連して、同社は、ステークホルダーへの対応

として、ステークホルダー・エンゲージメントを展開しており、

WWFとのパートナーシップや、DAWNプログラムという患者

とのダイアログ、生命倫理をテーマとしたダイアログなどに取

この頃、年次報告書とサステナビリティ・レポートの間には連

携はありませんでした。

　2004年、彼らは「財務的・環境的・社会的に責任ある方

法で事業活動を存続する」という自分たちの目標に特化する

べく、会社の通常定款を変更するという意思決定を行いまし

た。この経営方針の転換に合わせる形で、財務報告とサステ

ナビリティ報告を統合した包括的なレポートが新たに誕生しまし

た。以降、Novo Nordiskは統合レポートとして、年次報告

書を発行しています。

り組んでいます（pp.31-32）。

　財務・社会・環境の各領域における取り組みや実績などにつ

いては、統合レポートの該当セクションで報告されています

が、財務情報と非財務情報の連携という点からは、「連結財

務・非財務諸表2009」（pp.52-97.）において、非財務情

報が財務諸表と同等の位置づけで開示されていることが注目

に値するでしょう。

　図表6が、その非財務諸表です。この表では、社会性パフ

ォーマンスとして離職率、従業員１人当たりの教育訓練コスト

（年間）、Novo Nordiskがインシュリンを販売した最貧国数、

Novo Nordiskのキャンペーンを通じて糖尿病について学ん

だ医療専門職の人数、実験用動物購入数、売上高に占める

研究開発費の比率などが、環境パフォーマンスとしてエネル

財務的責任
我々は、成長と価値創造に関する高い目標を設定することによって継続的に財務パフォーマンスを改善し、この領域での競争的パ
フォーマンスを遂行します。我々は、ステークホルダーと開かれた対話を維持し、国際的な報告基準に準拠します。 

環境責任
我々は、高い目標を設定し、環境と生命倫理に関する配慮を日々の事業活動に組み込むことによって、継続的に環境パフォーマン
スを改善するために活動します。我々は、ステークホルダーとの開かれた対話を維持し、年次で環境パフォーマンスを報告します。
我々は、持続可能な発展のためのICCビジネス憲章※5に署名しています。 
我々は、国連生物多様性条約を支持しています。

社会的責任
我々は、高い目標を設定し、社会的、人権および健康安全面の配慮を日々の事業活動に組み込むことによって、継続的に社会的パ
フォーマンスを改善するために活動します。我々は、ステークホルダーと開かれた対話を維持し、年次で社会的パフォーマンスを
報告します。
我々は、国連世界人権宣言を支持します。

※3 企業のサステナビリティ報告に関する国際的なガイドラインの作成とその普及を目的に1997年に設立された国際機関。
※4 翌年から名称を「サステナビリティ・レポート」に変更。
※5 �国際商業会議所（ICC）が1991年に定めた憲章。産業界への環境倫理を求めた16項目から成る。憲章の目的は、環境パフォーマンスの改善・環境マネジメントシステムの推進・

パフォーマンス測定の推奨・環境報告の奨励である。
※6 http://www.novonordisk.com/about_us/novonordisk-way-of-managment/nn-way-of-management-the-charter.asp

図表2　統合レポートの作成ステップ 図表4　Novo Nordiskのコミットメント

図表3　統合レポート発行数
図表5　Novo Nordiskの
　　　  トリプルボトムラインアプローチ
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